
宮崎県都城市

酪農経営を始めるためには、乳牛の導入の他、畜舎や搾乳施設等が必要となり、農業の中
でも多額な初期投資が必要なことから、新規就農者には高いハードルとなっている。
このため、初期投資を抑え、経営の開始が可能となる第三者継承の取組が重要。

・酪農協の全面的な支援により、経営
移譲、認定新規就農者、青年等就農
資金等の各種手続きを円滑に実施。

・継承者（新規就農者）が移譲者から
信頼を得られることが何よりも大事。

（一定期間、共に働き、信頼が得られ
た）

・初期投資を抑え、青年等就農資金の
範囲内に継承資産を納めるため、土地、
農地は借地。

・継承した畜舎と移譲者の自宅は隣接
しているが、必要以上に口を出さない
など、一定の距離を保つことも良好な
関係の要因。

酪農における第三者継承を活用した新規就農事例
～宮崎県南部酪農業協同組合 都城市～

継承者
（新規就農者） 酪農協、JA、行政、公庫

・継承事務指導
・営農・経営指導

九州農政局宮崎県拠点作成（2019年1月）
農業機械

第三者継承
成立

良好な人間
関係の構築

移譲者
（酪農経営）

・継承資産評
価等支援

・酪農大学校を卒業

・宮崎県内で酪農
希望

・後に移譲者となる
酪農経営に南部酪
農協が紹介

・認定新規就農者
となる

・青年等就農資金
取得

・酪農経営基盤を
継承（乳牛43頭、畜
舎1棟、搾乳施設
等）

・経営主が体調
を崩し、廃業も
検討

・新規就農希望
者を従業員とし
て雇用

・都城市で酪農
経営（乳牛46頭、
夫婦2人）

・新規就農者の
熱心な働きぶり
を経営主が認め、
第三者継承を決
断

・南部酪農協に
より継承手続き
を実施

H29年3月

H29年4月

H29年12月

H29年11月

H30年3月

H30年4月

移譲者
（酪農経営）

継承者
（新規就農者）

【これまでの経緯】

【ポイント】

新規就農者南部酪農業協同組合

畜舎


